
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２５－４０号 み春野自治会たより第６号 回覧部数分

○ み自発第２５－４１号 会計月次報告（令和７年９月度） 回覧部数分

○ み自発第２５－４２号 【重要】令和７年度下期自治会費集金に関するお知らせ_班長副班長宛て 班長/副班長分

○ み自発第２５－４３号 【重要】令和７年度下期自治会費納入に関するお願い 回覧部数分

○ み自発第２５－４５号 「千葉市社会福祉協議会」令和７年度会員募集のお願い 回覧部数分

○ 「千葉市社会福祉協議会」会員募集名簿→次回班長会議にて回収 回覧部数分

○ 「千葉市社会福祉協議会」地域での支え愛たすけ愛 回覧部数分

○ み自発第２５－４４号 赤い羽根共同募金への協力お願い 回覧部数分

○ 赤い羽根共同募金名簿→次回班長会議にて回収 回覧部数分

○ 赤い羽根共同募金　赤い羽根は地元で生きる募金 回覧部数分

○ 第３３回　花見川区民祭り【１０/２６（日）】 回覧部数分

〇 千葉県医師会医学会　県民公開講座「老いと共に生きるⅡ」 回覧部数分

〇 育成だより第５７号 回覧部数分

○ 学校だより　No.６（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だよりゆずりは　第6号（こてはし台中学校） 回覧部数分

令和７年度　第６回班長会議　回覧・配布資料一覧
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み春野自治会会員各位 

  み自発第２5－４３号 

 令和７年１０月１９日 

み春野自治会 会計部 
 

【重要】令和７年度下期自治会費納入に関するお願い 
 

秋涼の候、会員の皆さまには益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より自治会活動にご参加を頂き誠にありがとうございます。 

さて、令和７年度下期の自治会費納入についてお知らせとお願いを申し上げます。 

今回納入頂く自治会費については以下の通りですが、班長さん･副班長さんが各戸へ集金に 

伺いますので事前のご準備をお願い申し上げます。 

円滑な自治会運営のため会員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１．自治会費 

今年度の自治会費は１ヶ月 ５００円となっており、原則半期６ヶ月分を纏めて納入して頂く 

ことになっております。 

① 今回、期中に亘り居住されている場合は、 

令和７年１０月～令和８年３月の下半期分の自治会費として３,０００円(５００円×６ヶ月) 

    をお納めください。 

② 期中に月の途中から入居された場合は、 

入居月の翌月から令和８年３月までの月数×５００円で計算します。 

例えば、令和７年１１月に入居された場合１２月から３月までの４ヶ月分２,０００円 

(５００円×４ヶ月)の納入となります。 

③ 前期の月途中で入居され、入居時に会費を支払っていない場合は、 

入居月の翌月から令和８年３月までの月数×５００円で計算します。 

例えば、令和７年８月に入居された場合９月から３月までの７ヶ月分３,５００円 

(５００円×７ヶ月)の納入となります。 

 

なお、領収書を発行致しますので必ずお受取ください。 

 

２．集金要領について （ご都合の悪い場合は各班長さん・副班長さん宛にご連絡ください） 

 

 

以上                                

 

会費集金日：   月  日(  )から   月  日(  ) 
 

         午前・午後  時ころ～午前・午後  時ころまでの間に 

 

上記日程で自治会費の集金に伺いますので出来るだけ釣り銭が不要なように 

ご用意をお願い致します。 
 

 万一上記日程でご都合が悪い場合には予めご連絡の上、班長・副班長まで 

 会費をご持参ください。 
 

要 回 覧 

班長・副班長(氏名) 

連絡先  ０４３－    － 

または     －    － 



要回覧 

み春野自治会会員の皆様へ                    み自発第２５－４５号 

令和７年１０月１９日 

み春野自治会 

会長         

 

「千葉市社会福祉協議会」令和７年度会員募集のお願い 

 

 平素から自治会活動にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、毎年皆様にお願いしております、千葉市社会福祉協議会の令和７年度会員の募集

につき今年も多くの皆様のご協力をお願いする次第です。寄せられた会費の７０％（地区

活動事務費を除く）が最終的に、み春野自治会に還元され、見守り活動などの福祉活動経

費の一部に役立てられます。 

 

 当自治会は千葉市社会福祉協議会のこてはし台中学校区地区部会（大日町、宇那谷町、

横戸台など１０町内会、自治会で構成）に所属し、高齢者のために１支部として各種イベ

ントの開催や、高齢者世帯の見守り活動などの福祉活動を地域の民生委員の皆様のご協力

を得て行っております。 

 災害の多発に加え、コロナ禍の昨今、いざという時の社会福祉協議会の組

織、活動が注目を浴びています。私たちの地域においても、この組織の維持、

発展のため今年度も本活動に一人でも多くの皆様のご賛同をお願いします。 

 

   住民会員 一口２００円（お一人様何口でも結構です） 

 

 添付の名簿に氏名、住居表示番号、口数、金額をご記入ください。後ほど担当の班長、

副班長さんが下期の自治会費と共に集金(領収書発行)に伺います。 

 

以  上 



要回覧 

 

千葉市社会福祉協議会会員募集名簿 

    班    

氏  名 住居表示番号 口  数 金  額 

（例） み春野 夏子 2丁目 15－4 2 400円 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合計  件 口  円 

 1口 200円、何口でも結構です。 

＊班長、副班長は下期自治会費と同時に本会費の集金を行ってください。添付の会費領収書を班長または、副班

長の取扱者㊞で発行してください。領収書は必ず発行して、社会福祉協議会用集金袋に①現金②領収書控え③会

員募集名簿を入れ、領収書の金額が現金と一致するのを確認の上、次回班長会議で提出してください。 

【重要】 

集金したお金と一緒にこのリストも提出してください 



 

要 回 覧 

み春野自治会員の皆さまへ                                    み自発第２5-44号 

令和７年１０月１９日 

み春野自治会 

会長          

 

 

 

 

 

            赤い羽根共同募金へ今年も協力をお願いします！ 

 

赤い羽根共同募金への協力お願い 

 

日頃より自治会の諸活動にご理解、ご協力を賜りましてまことにありがとうございます。 

さて、毎年１０月１日より１２月末日までの３カ月間にわたり、全国一斉に赤い羽根共同募金

運動が展開されます。今年も千葉県共同募金会から、自治会に対して協力要請がまいりました。 

職場や街頭で既に募金された方もいらっしゃるかと存じますが、当自治会としても例年通り、

班の回覧を通じて皆様への募金協力呼びかけを行うこととしました。 

昨年は多くの皆様から１８,８００円の募金をいただきました。 

 

 つきましては、同封のパンフレット、昨年度の報告書をご覧いただき、ご賛同いただけます方

は、赤い羽根募金名簿にお名前をご記入ください。班長、副班長さんが自治会費集金時を回収い

たします。領収書を発行いたしますので、領収書を受領下さい。 

・無記名でのご寄付も可能です。この場合、名簿へのご記入は不要ですが、領収書は発行致し 

ませんので、ご了解ください。 

 

尚、赤い羽根については、ほとんどの方が受け取られていないことから、配布を中止とさせて

いただきます。 

（班長・副班長さんは配布の領収書を発行して下さい。また、班ごとの赤い羽根班別集金袋に、

①領収書((控))及び未発行分、冊子ごと返却）②募金入り募金袋 ③赤い羽根募金名簿を入れて次

回班長会議にて提出してください。） 

 

皆さまの温かいお志を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

以 上 

 

 

 



要 回 覧 

赤い羽根募金名簿 
 

     班 

氏 名 住居表示番号 募金額 領収書の希望の方は

〇 

（例）み春野 夏子 2丁目 15－4 

 

３００円 〇 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合計 件 円 件 

※班長、副班長は、下期自治会費と同時に本募金の集金を行ってください。添付の領収書を班長または、 

副班長の取扱者㊞で発行してください。 

赤い羽根班別集金袋に①募金入り募金袋 ②領収書控え ③募金名簿を入れ、次回班長会議で提出してください。 

【重要】 

集金したお金と一緒にこのリストも提出してください 














